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「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の 

強度測定要領（案）（解説）」について 

 

 

 

 「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（案）」に

ついては、別途技術審議官名をもって通知したところであるが、「微破壊・非

破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（案）（解説）」を別添の

とおり作成したので、送付する。 

 


